
 

議事 １ 
 

 

 

 

 

「『チョイソコかかみがはら』の事業所停留所の 

追加について」 

 

 

  



 

  



議事１－① 

資料１ 

 

議事１ 協議事項 

 

 

■追加する事業所停留所について 

 停留所名：「十六銀行東各務原支店」（停留所番号 61） 

 設置場所：上記支店敷地内（鵜沼各務原町 3-257） 店舗玄関付近 

※別紙「チョイソコかかみがはらご利用案内・マップ」参照 

設置時期：令和 2年 10月 1日～ 

 

 

 

 

 

 

■その他 

・運行上、考えられる支障等なし（交通事業者確認済み） 

・乗降場所の詳細は、他の銀行利用者の安全確保も含めて、今後調整します。 

・議決となりましたら、利用案内のデータを修正し、市ウェブサイトで掲載 

・紙媒体の利用案内については、他のスポンサーの追加等の状況も見ながら、 

数か月単位で更新予定 

 

  

鵜沼第二小 

十六銀行 
東各務原支店 



議事１－② 

 

 

［補足］運行開始後の事業所停留所追加について 

 今後、不定期でスポンサーの申出等が予想されます。 

それに伴い、事業所停留所の追加等が発生した場合、下記のとおり締切のタイミング

を設定し、委員の皆さまへ書面審査を実施させていただきます。 

 

■毎月 5 日をスポンサー（協賛）の申込締日とする 

■該当案件があれば、同月中に書面審査（他の案件状況によっては会議等）を実施 

■承認された場合は、翌月より運用開始 

 

（例）10 月 15 日にスポンサー（協賛）申出があった場合 
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